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序　　　　　文

日本政府は、インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と略す）政府の要請に基づき、地域教

育開発支援調査フェーズ 2に係る調査を実施することと致しました。

当事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑にかつ効果的に進めるために、平成13年 10月

7日～ 18日の 12日間にわたり、東京工業大学大学院教育工学開発センター長 牟田博光教授を団長

とする事前調査団を現地に派遣しました。

調査団は、本件の背景を確認するとともに、インドネシア政府の意向を聴取し、かつ現地踏査

の結果を踏まえ、本格調査に関する実施細則 S/Wに署名しました。本報告書は、今回の調査を取

りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資するためのものです。

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 13年 10月

国際協力事業団

理事 泉　堅二郎
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第 1章　事前調査の概要

1－1　要請の背景

インドネシアは、1984年に初等教育の義務教育化をほぼ達成したものの、前期中等教育は立ち

遅れている（1996/1997年の就学率：53％）。同国政府は、前期中等教育を2004年までに義務化を達

成することを最優先政策課題の 1つと位置づけ、様々な措置を講じてきた。同国政府は我が国に

対し、就学率低下防止並びに地方レベルの教育行政機能や学校の管理能力の強化に関する開発計

画の策定を1998年 8月に要請し、これを受け事業団は、翌 1999年 3月から 2001年 9月までインド

ネシア地域教育開発支援調査（以下、「フェーズ 1」）を実施した。

フェーズ 1では、郡（kecamatan）がより多くの役割を担えるよう各郡に生徒の父母・住民代表等

から構成される教育委員会を設立した。この教育委員会が中心となり、校長研修、教科別教員研

修、PTA強化、教科書配布、ブロックグラントなど、community based educationの実施促進のため

のパイロット活動を実施した。この結果、それまで国の提供する教育行政サービスを受動的に受

け入れていた父母・住民が、地域の教育に高い関心をもつようになり、学校と連携して教育の質・

量の改善に積極的にかかわるようになるなど、大きな成果があがった。

インドネシアでは 2001年 1月より地方分権化が実施され、教育行政の実施主体が中央政府から

県政府へ移管された。これに対応するため、県（kabupaten）が主導する教育行政システムを構築す

る必要がある。また、より持続的な開発計画にするために、県の教育計画策定能力の向上、教育

現場である学校での活動の透明性向上（特に会計管理）が不可欠である。

上記の経緯により、2001年 7月にインドネシア政府は、地域教育開発支援調査フェーズ2（以下、

「フェーズ 2」）の協力を要請した。

1－2　事前調査の目的

本調査は、前期中等教育（中学校）の量的拡充及び質改善を目的とし、就学率向上並びに成績向

上を図るため、地域レベルの教育行政機能の強化等に関する開発計画を策定することを目的とし

ている。フェーズ 2においては、フェーズ 1での調査結果を 2001年 1月からインドネシアで導入

された地方分権（県が地方行政の中心）に対応するよう修正するとともに、開発計画の持続可能性

をより向上させるよう見直す。

前項に記した要請の背景を確認したうえで、調査方針等についてインドネシア側と協議を行い、

本格調査の範囲等を確定するなどを目的として 2001年 10月に事前調査を実施した。
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1－3　調査団構成

（1）総括／教育開発 牟田　博光 国際協力事業団作業監理委員長（東京工業大学教授）

（2）調査企画 桜井　　周 国際協力事業団社会開発調査部社会開発調査第一課

1－4　事前調査日程

日順 月　日 曜日 調　査　日　程 宿 泊 地

1 10月 7日 日 東京→ジャカルタ（JL725） ジャカルタ

2 10月 8日 月 ・大使館、JICA事務所表敬 ジャカルタ

・国家教育省（初等中等教育総局、開発研究センター）との協議

3 10月 9日 火 ジャカルタ→スマラン（GA232） スマラン

・中部ジャワ州政府教育局との協議

4 10月 10日 水 ・フェーズ 1のローカル・コンサルタントとの懇談 ジャカルタ

・中部ジャワ州政府教育局との協議

スマラン→ジャカルタ（GA235）

5 10月 11日 木 ジャカルタ→マナド（GA600） マナド

・北スラウェシ州政府教育局との協議

6 10月 12日 金 ・北スラウェシ州政府教育局、ミナハサ県政府教育局 マナド

ビトゥン市教育局との協議

7 10月 13日 土 現地踏査／団内打合せ マナド

8 10月 14日 日 現地踏査／団内打合せ マナド

9 10月 15日 月 マナド→ジャカルタ（GA601） ジャカルタ

10 10月 16日 火 ・統計局にて資料収集 ジャカルタ

・国際協力銀行ジャカルタ事務所表敬

・JICA事務所報告

・国家教育省との協議

11 10月 17日 水 ・宗教省との協議 機中泊

・国家教育省との協議、S/W署名・交換

ジャカルタ→（JL714）

12 10月 18日 木 →大阪 ―――

大阪→東京（JL340）

（注）現地より、佐久間 JICA専門家（国家教育省初等中等教育総局へ派遣）がすべての日程に参加。

1－5　主要面談者リスト

＜インドネシア側＞

（1）国家教育省初等中等教育総局

Indra Djati Sidi 初等中等教育総局
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Umaeri MEd 初等中等教育総局中学校局長

Hamid Muhammad 初等中等教育総局中学校局学校運営課長

佐久間　潤 JICA専門家

（2）国家教育省研究開発センター

Boediono 総局長

Abas Gozali 職員

（3）中部ジャワ州政府教育局

Soabagyo Brotosedjati Head of Provincial Office（Dinas）

Soebardjo Vice Head of Provincial Office（Dinas）

Suwilan Wisnu Yuwono Head of Basic Education Department

Yuniarso Program Coordinator, Joint Cooperation MONE-JICA,

Central Java Province

（4）北スラウェシ州政府教育局

Hetty Mamangkey Head of Basic Education Department

Mongan Ex-Head of Basic Education Department

（5）宗教省

H. Husni Rahim General Director, Directorate General of Islamic Institutions,

Ministry of Religious Affairs

＜他ドナー＞

（1）アジア開発銀行

Ninasapti Triaswati ADB Project Manager

＜日本側＞

（1）JICAインドネシア事務所

神田　道男 事務所長

大竹　祐二 事務所次長

木村　卓三郎 職員

Dr. Oetomo Djajanegara JICAインドネシア事務所アドバイザー
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（2）日本大使館

長谷川　和弘 一等書記官

（3）国際協力銀行ジャカルタ駐在員事務所

枦山　信夫 首席駐在員

植田　広信 駐在員

片岡　祥子 本店開発第一部第二班（インドネシア出張中）

1－6　事前調査の概要

（1）総論

本事前調査団は、2001年 10月 7日から 18日の間、関係機関である国家教育省、宗教省、国

家開発企画庁、中部ジャワ州政府、北スラウェシ州政府、北スラウェシ州ミナハサ県政府、北

スラウェシ州ビトゥン市政府との協議を通じて、本調査の背景を確認するとともに本格調査

の方針及び範囲等について国家教育省側と合意し、17日に本調査団長牟田博光東京工業大学

教授と本調査の実施機関である国家教育省初等中等教育総局のインドラ総局長との間で実施

細則（S/W）及び協議議事録（M/M）を署名・交換した。

（2）調査の背景及び目的

本調査は、インドネシア地域教育開発支援調査（以下、「フェーズ 1」）のフェーズ 2として

要請された。フェーズ 1は、1998年 12月にカウンターパートである教育文化省（当時）との間

で署名・交換された S/Wに基づき、2001年 9月まで実施してきた。フェーズ 1の結果、更な

る開発調査の必要性として、以下の点があげられた。

・フェーズ1事前調査時は、スハルト政権下で中央集権的行政体制であったため、本年1月

から開始されたインドネシアの中央政府から州政府を飛ばしての県政府への権限委譲を

含む地方分権化へ必ずしも対応する調査結果となっていない。フェーズ 1では、郡を中

心とした教育活動を提案したが、地域密着型の教育行政を展開する基盤となる県の実施

体制を整備するための手法を確立するための更なる調査の必要がある。

・フェーズ 1では、教育計画作成に対する技術支援は含まなかった。しかしながら、教育

計画作成過程に住民が参画する機会が与えられていないなど、不適切であるケースが散

見された。今後、「住民に支えられる学校」を実現するには、住民参加による質の高い計

画づくりが不可欠である。
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・草の根レベルにおける事業・活動の透明性を確保するために、会計監査・モニタリング

システムを確立する必要がある。フェーズ 1では、教育省州事務所、本邦コンサルタン

ト、ローカル・コンサルタントが実施したが、今後継続していくために、県会計検査院、

NGO等を活用した第三者モニタリングの仕組みを整備する必要がある。

また、インドネシア側との一連の協議を通じて、本調査において 2001年 1月から施行され

た地方分権化に沿って、地域レベルの教育行政機能の強化とコミュニティの参加について、

効果的かつ実行可能な実施体制を整備していくことが強く期待されていることが確認できた。

（3）本格調査の実施体制

フェーズ1に引き続いて国家教育省がカウンターパート機関となる。ただし、フェーズ1で

は研究開発センターがカウンターパート機関であったが、フェーズ 2では初等中等教育総局

がカウンターパート機関となる。フェーズ 1では、①地方分権に適した具体的な地方教育行

政制度のモデルを提示するという社会実験的要素が多分にあったこと、②研究開発センター

のブディオノ総局長がフェーズ1を最もよく理解していたこと（ブディオノ総局長が初等中等

教育総局長在職中にフェーズ1を要請した）ことから、パイロット的な活動を主管する研究開

発センターをカウンターパート機関とした。しかし、フェーズ 2では地方分権化に沿ってコ

ミュニティ参加型開発を実施していく体制整備が主眼となることから、中学校行政を管轄し

ている初等中等教育総局がカウンターパート機関として適切である。

したがって、カウンターパートは同総局のインドラ総局長であるが、実務レベルの連絡・

調整を行うコンタクト・パーソンは、ウマエディ中学校局長及びその部下のハミッド中学校

運営課長及びハッター試験システム・カリキュラム課長となった。両課長とも忙しくしてい

るが、少なくともどちらか一方は常に対応可能であるとのこと。

また、関係部署との連絡・連携を確保するために初等中等教育総局長を議長とするステア

リング委員会を設置することとなった。委員は、国家教育省研究開発センター総局長、国家

開発企画庁人材育成・政府機関副議長、宗教省イスラム機関総局長で構成される。

中部ジャワ州での実施体制については、州政府教育局がイニシアティブをもってコーディ

ネーションしているので、州政府と協力のもとフェーズ 2を実施するのが望ましい。フェー

ズ1に尽力したユニアルソ氏は、引き続きコーディネーターとしてフェーズ2を担当すること

となった。

一方で、北スラウェシ州では、州政府教育局がイニシアティブをもっていない。フェーズ

1に尽力したモンガン氏（フェーズ 1実施時は教育省州事務所中学校課長）は、高等学校監督

官なるポストに異動になった。新担当課長は（英語を話せないことも一因であろうが）会議で
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一言も話さなかったことから、そもそも地域教育開発支援調査についてほとんど知らないと

推測される。結局、前任のモンガン氏と通訳を務めたフェーズ 1のローカル・コンサルタン

トのジョジョボ氏が、当方との会議を取り仕切った。州政府教育局がイニシアティブをもた

ないのならば、州政府教育局は実質的にオフィス・スペースを確保する場とし、調査は県（市）

政府教育局と協力して進める方が効率的である可能性がある。

なお、調査実施に係るインドネシア側中央政府・州政府・県政府の事務費用については、初

等中等教育総局が予算を確保するとのことである。

（4）本格調査のスケジュール

インドネシアの学年の開始月である 7月に合わせてパイロット活動を開始するのが、効果

の効率的な発現を図るうえで不可欠である。パイロット活動開始までに半年程度の準備期間

が必要であるので、2001年 12月には本格調査を開始するのが望ましい。

パイロット活動期間はフェーズ1の 1年間からフェーズ2では 2年間に拡張することとした。

フェーズ2では、コミュニティ参加型教育開発の持続可能性を確保するために、1年目は JICA

がある程度関与していくものの、2年目はなるべく JICAの関与を少なくし、それにより持続

可能性を検証していく。

（5）本格調査の範囲及び手法

1） 対象地域の選定

北スラウェシ州では、ミナハサ県及びビトゥン市を対象とすることが決定している。こ

れは交通の便を考えると州都マナドに隣接するこれらの県・市以外の県を対象とするのは

困難であるからである。ミナハサ県は、38郡からなる大きな県であるので約半分を実施対

象とする。どの郡を対象とするかは、本格調査開始までに県政府が決定する。他方、ビトゥ

ン市は 5郡からなる小さな行政区でありすべての郡を対象とする。

中部ジャワ州では、Brebes県及びKaranganyar県が調査対象候補としてあがった。仮に両

県が調査対象となった場合は、それぞれ16郡、17郡から構成される大きな県なので、それ

ぞれ半分県を調査対象とする。ただし、Brebes県とKaranganyar県は州都スマランをはさん

で反対側の遠方に位置し、プロジェクト管理上問題も多いと予想されるところから、

フェーズ1で高い実績を示したBrebesは残すとして、残り1つの県はスマランからBrebesの

間に位置する県に変更する方向で、現在調整中である。調査対象郡は、州政府教育局及び

該当県政府教育局が協議のうえ、本格調査開始までに決定する。
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2） 現場での調査実施

フェーズ 1では、コンサルタント・チームは主としてジャカルタに滞在し、現地でのコ

ンサルテーションはローカル・コンサルタントに任せることが多かった。これは、フェー

ズ 1が、国家レベルの中期的戦略の立案が調査目的の 1つであったためである。しかし、

フェーズ 2では、県の教育行政能力向上が主眼となっており、なるべく地方を拠点として

調査を実施するのが望ましい。

北スラウェシ州では、ミナハサ県及びビトゥン市を対象とすることが決定している。両

県・市の中間に位置する州都マナドが調査拠点としてふさわしい。他方、中部ジャワ州で

は、Brebes県が調査対象候補の 1つである。Brebes県はジャカルタから特急列車で 2時間と

州都スマランよりむしろジャカルタに近い。もう 1つの調査対象県がどこになるかにもよ

るが、州都スマランよりもジャカルタを拠点としたほうが効率的である場合もあり得るの

で、調査工程に合わせて適宜対応する必要がある。

3） 対象となった郡内の中学校はすべて対象とする。

フェーズ 1では、対象郡内の中学校は公立・私立中学校、宗教省系中学校、オープン中

学校を問わずすべて対象とした。この結果、私立中学校、宗教省系中学校、オープン中学

校など、これまで教育省系公立中学校に比べて格が落ちるとされてきた中学校は、ほとん

ど初めて他校と対等の扱いを受けられることを大変喜び、パイロット活動にもより熱心に

取り組んでいた。フェーズ 2においてもこれまで社会的評価の低かった中学校ももれなく

カバーするために、選定した郡の中学校はすべて対象とする。

4） パイロット活動内容メニュー

フェーズ 1では、中央集権的な教育行政とは別のアプローチ、コミュニティの協力を得

つつ学校を中心とした教育の開発を採用した。対象として北スラウェシ州と中部ジャワ州

のなかから7県 15郡（北スラウェシ州：2県 5郡、中部ジャワ州：5県10郡）を取り上げ、パ

イロット活動を実施した。パイロット活動実施の前後にベースライン調査を実施し、活動

の評価も行った。なお、パイロット活動の内容は以下のとおりである。

ア）コンポーネントA：すべての郡を対象として実施

　・郡教育委員会 ：学校長、父母代表、住民代表等により構成される

イ）コンポーネントB ：5つのメニューのうち、各郡で 1つを選択して実施

・校長研修

・教科別勉強会の活性化
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・教科書配布

・PTA活動活性化

・ブロック・グラント：住民の提案する事業の資金の一部を供与

フェーズ1を通じて得られた教訓に基づき、下記の方針でフェーズ2のパイロット活動を

実施することとしたい。

ア）コンポーネントA：すべての郡・中学校を対象として設置する。

　・郡教育委員会 ：各郡ごとに学校関係者、父母代表、住民代表等により構成される

　・School Committee ：各中学校ごとに学校関係者、父母代表、住民代表等により構成さ

　れる

イ）コンポーネントB：4つのメニューのうち、各学校が下記のメニューを組み合わせて実

施する。また、活動資金は住民からの拠出金（寄付金）と JICAからの拠出による。

・校長研修

・教科別勉強会の活性化

・教科書配布

・PTA活動活性化

・学校施設設備

フェーズ 1では、各郡に郡教育委員会を設立し、それをパイロット活動の拠点とした。

フェーズ 2では、それに加えて School Committeeを各中学校に設立し、School Committeeを

学校単位のパイロット活動の拠点とするとともに、School Committeeが資金管理の機能を担

う。

フェーズ 1では、郡ごとにパイロット活動メニューを決定し、郡内ではすべての学校で

同じことを行った。これは、パイロット活動の効果を実証する必要があったが、近隣の学

校が相互に協力できるという副次的効果もあった。しかしながら、フェーズ 2では、各学

校に最も必要な活動を各学校のイニシアティブで行うため、学校単位でパイロット活動メ

ニューを決定することとする。メニューの内容は、上記 5つのなかから組み合わせて行う

（例えば、活動予算の半分ずつを教員研修と教科書配布にあてる、等）。

1－7　団長所感

裨益者への具体的な協力の成果を重視することを直接めざしたフェーズ 1は、成功裡に協力期

間を終了し、ここにフェーズ 2のための事前調査を行うことができたのは、作業監理委員長とし
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て何よりもありがたく、嬉しい限りである。

地域教育開発支援調査は、開発調査スキームの柔軟性を目いっぱい使い、これまでの国際教育

協力とは一味違うパイオニア的協力を実施した点で、多くの方面からの関心と高い評価を集めた。

フェーズ2では、フェーズ1で得られた多くの経験をレッスンとして、フェーズ1で十分なし得な

かった点を改善するとともに、新しい地方分権体制に合致し、将来可能な教育協力に即した形で

教育協力を新たに展開することを通じて、地域レベルの教育行政機能を強化し、前期中等教育を

開発する計画を策定するものである。 このプロジェクト実施の成果は、インドネシアの中学校教

育に限らず、そのプロジェクトデザイン、方法論、分析手法、実施成果を通じて、今後インドネ

シア以外の教育分野での協力にも大きな影響を与えることができるものと期待している。

ジャカルタでの国家教育省との協議では、事前の十分な根回しもあって、フェーズ 1のカウン

ターパートであった開発研究センター、フェーズ 2のカウンターパートの初等中等教育総局双方

の理解と合意を得て、S/W及びM/Mの署名を行うことができた。また、当初困難と伝えられ、実

際物理的にも難しい本省内でのオフィスの確保も確約されたことは、フェーズ 2の開始にあたっ

て何よりの朗報であった。

中部ジャワでは、フェーズ 1を担当した州教育局のユニアルソ氏の尽力で、州内の取りまとめ

が行われており、今後も州教育局の協力をあてにできることは問題ないと思われる。一方、北ス

ラウェシ州では、県・市に対する州教育局の力がいくらか弱いように感じられた。しかし、調査

対象となるミナハサ県、ビトゥン市は州都マナドからいずれも距離的に近く、州の大幅な協力が

なくとも大きな支障はないようにも思われる。ビトゥン市は市政府も教育局も一体となり、市を

あげて協力体制ができる雰囲気があるのに対し、ミナハサ県は議会と教育局の関係が難しいよう

で、調査対象郡の選定ともからんで、注意が必要かもしれない。

地方分権法でタナボタ式に力を得た県・市政府や議会と、県・市に吸収合併され国家公務員か

ら地方公務員となった、元教育省地方事務所職員との関係などには、部外者にはうかがい知れな

いコンフリクトがあるようである。それぞれの州、県・市で対応が違うのは制度の移行期には仕

方がない。様々な条件のなかでプロジェクトを運営していくことによって得られる経験も豊富に

なるであろう。考えようによっては、順風満帆なだけよりは、多少の波風があったほうが、成果

の一般化、普遍化には好都合かも知れない。順風満帆なプロジェクト条件などほとんど存在しな

いからである。

成果の普遍化のため、県・市を1州 2つ選ぶことはやむを得ないこととはいえ、サイトの選定は

大きな問題である。フェーズ 1は選んだ郡が少数であり、選ばれないところのほうが多かったた

め、大きな不満はなく、また中央の決定であったが、フェーズ 2では選ばれないところが半数で、

しかも地方の権利意識も高くなっていることから、選定には十分な配慮が必要だろう。

2002年 7月の新学年からの政策的関与をめざし、本格調査の立ち上げを急がなければならない。
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本格調査の立ち上げまでに時間的余裕が少ないところから、事前調査団としては決定できること

はできるだけ決定し、カウンターパートに関係者への情報伝達、合意形成など、様々な準備を始

めてもらうようお願いしたところである。既にフェーズ 1の経験もあり、現地の協力体制も整い

つつあるところから、本格調査が予定どおり進行し、多くの成果をあげることを期待するもので

ある。
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第 2章　本格調査への提言

2－1　本格調査の実施方針

（1）本格調査の実施にあたって

2000年 11月に制定された国家開発計画（PROPENAS）2000－ 2004年においては、重点分野

を 5つに絞った。本調査で支援の対象となる教育開発（「国民福祉の向上、宗教生活の質的改

善、活力ある文化の創出」）及び地方自治（「地方開発の推進」）は、いずれも重点分野として取

り上げられており、本調査はインドネシアの政策に合致した時機を得たものである。

前期中等教育の質・量の改善がインドネシアにおいて最も精力的に取り組まなければなら

ない事項であるという状況は、フェーズ 1実施時と全く変わらない。初等教育の義務教育化

がほぼ達成されており、次なる大きな課題は、2004年までに前期中等教育の義務教育化を達

成することである。

また、地方分権化は、JICAの最重点分野として取り組んでおり、今年度は専門家のチーム

派遣を実施しており、また、在外開発調査を実施する。フェーズ 2も教育行政における地方

分権化に対応することが目的の 1つであり、上記、地方分権化に係る JICAの取り組みと相互

に意見交換をしながら進めていくことが望まれる。

なお、フェーズ 1は、教育セクターでの初めての開発調査であった。さらに、開発調査の

なかで社会実験を行い実証していくという意味で、とてもチャレンジングであった。結果は、

地域の教育の量及び質の改善に貢献し、地域住民とインドネシア政府から大変な好評を得る

ことができた。フェーズ2では、フェーズ1の成功を持続可能なものとし、かつこの成功をイ

ンドネシア国内に広く普及していくための方法を打ち出すことが求められている。

（2）調査実施上の留意事項

1） 実施体制

フェーズ2では、2001年 1月から施行されている地方分権化に伴う政策及びその執行、組

織・人事の改編、財源・予算配分等、教育行政の現状を把握するとともに、各レベルの役

割分担について整理・分析する。現在、国の地方への出先機関が地方自治体に吸収合併さ

れた結果、地方によっては組織体制や人事に混乱がみられる。地方ごとに地方分権化への

対応状況が異なることを念頭に置いて、地方での教育行政の現状を把握する必要がある。

また、フェーズ 2完了後、本調査で行う手法を全国展開していくうえで、県レベルのス

テークホルダーとその役割を確認し、本プロジェクトへ巻き込んでいくことは、県が主体

となった教育行政システムの構築のために重要であり、重点分析事項である。
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2） パイロット活動費の管理

明朗な会計管理は、地域活動の盛りあがりに水を差さないためにも、また、今後のイン

ドネシア政府やドナーからの支援等による発展のためにも、ひいては持続可能性の確保の

ために、必要不可欠である。フェーズ2では、フェーズ1に増して、会計管理を徹底して適

正化していく。

そのために、パイロット活動に係る郡教育委員会及び学校教育委員会がパイロット活動

費を管理する。パイロット活動開始までに、すべての委員会の会計責任者及び内部監査責

任者に予算編成、帳簿管理、決算等の会計管理に必要な技術を習得させる。また、決算書

については、信頼できる部外者による監査を義務づけることとする。不正が発覚した場合

には、会計責任者、内部監査責任者及びそれらの所属する教育委員会に対して、2年次のパ

イロット活動の対象からはずすなどの罰則を課すことを検討する必要がある。

会計責任者に加えて内部監査責任者をおくと、会計監査等の研修に手間暇がかかる。に

もかかわらず、内部監査責任者の意味は、教育委員会内に会計責任者をチェックできる責

任者をおき、権限の分散を図ることが目的である。パイロット活動費は、日常生活では扱

うことのない大金であるので、会計責任者が帳簿改竄の誘惑にかられたり、会計責任者が

抱き込まれてならず者に公金を横領される潜在的可能性は否定できない。しかし、もう1人

の責任者がいることが、これらの可能性を精神的、システム的に抑止する力となり得る。も

ちろん、会計責任者と内部監査責任者が共謀すれば、抑止システムは機能しなくなる。そ

うならないよう、会計責任者と内部監査責任者のチェック・アンド・バランスを構築する

必要がある。

3） データ収集

質問表は簡潔なものとし、質問項目を絞り、質問内容は回答しやすいものとする。統計

データはなるべく加工されていないものを収集し、回答者が計算しなくて済むように心が

けること（例えば、就学率を質問するのでなく、該当年齢の生徒数と児童数を質問する）。

また、アンケート回答者が必ずしも正しく回答するとは限らないことを考慮して、事後

にクロス・チェックないし、各データの有意性を確認できるような質問項目にする。フェー

ズ 1では、収集したデータには信用できない大きなぶれが散見された。こうしたデータの

バグが、分析するうえでは大きな障害の 1つとなり、必ずしも正確に活動の成果を評価で

きなかった。こうした問題点を解消するために、フェーズ 2では収集したデータの一部に

問題がある場合は、その箇所を削除するためにその理由が明確になるようにする。
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4） ローカル・コンサルタント

パイロット活動の実施を促進するために、ローカル・コンサルタントを雇用する。フェー

ズ 1ではシニア・コンサルタントの業務補助としてジュニア・コンサルタントを雇用した

が、フェーズ 2ではジュニア・コンサルタントを雇用しない。

まず、ローカル・コンサルタントのTORを確定し、それに基づいて選定する。また、ロー

カル・コンサルタントの業務実施マニュアルを作成し、それを忠実に実行させられるよう

にするために、ローカル・コンサルタントを訓練する。パイロット活動実施中は、ローカ

ル・コンサルタントの業務実施を支援するとともに、業務をTORどおりに遂行できている

か監理する。また、パイロット活動実施後は、コンサルタントの業務実績を評価する。

ローカル・コンサルタントの人数は、2～ 3郡につき 1名程度とする。なお、ローカル・

コンサルタントの雇用については、インドネシア側関係者の意見も十分に考慮のうえ、発

注者の承認のうえで決定する。

5） 事業化への道筋

フェーズ 1の結果、コミュニティ・レベルでの活動が地域の教育改善に効果を与えるこ

とは明らかとなった。フェーズ 2では、このような活動を全国に展開していく方法を確立

していく。このためには、インドネシアの地方政府（特に、県政府）の役割の明確化、明朗

な会計システムの確立、ファシリテーターとしてのローカル・コンサルタントの発掘・育

成、事業効果が大きいことの証明（有効な手法であることの証明）等、課題を解決する必要

がある。

なお、資金源として、日本のソフト無償を候補に考えている。ソフト無償は、これまで

ハード中心だった無償資金協力において、ハードを活用する管理能力向上のためにソフト

部分についても支援していくものである。これは、まだ新しいスキームであるので柔軟に

活用できる可能性がある。パイロット活動で行った方法を無償資金協力の概念になじむよ

うな方法につくりあげていく。また、援助機関からの有償資金協力を活用する方法も考え

られる。これについては、既にアジア開発銀行がフェーズ 1調査を参考にして新規事業を

立ち上げ中である。この事業の進捗状況を参考にして、コミュニティ開発の手法を洗練し

ていく。



- 14 -

2－2　業務指示書案

（1）地理的調査対象

1） 中部ジャワ州

州政府と県政府が協議のうえ、選定される調査対象県及びその県内の郡（現地調査開始ま

でに決定されることとなっている）

2） 北スラウェシ州

ビトゥン市のすべての郡及び、ミナハサ県政府により選定される県内の約半数の郡（現地

調査開始までに決定されることとなっている）

（2）調査対象サブセクター

前期中等教育（第 7～第 9学年）を対象とする。中学校については、国家教育省系学校のみ

ならず宗教省系学校（マドラサ）も、公立学校のみならず私立学校も、正規中学校のみならず

公開中学校も対象とする。調査対象となる中学校は、調査対象2州で合計350校から 400校を

めどとする。

（3）パイロット活動内容

パイロット活動の内容は以下の 5つから組み合わせて実施することとする。

・学校長の研修・勉強会（郡単位で実施）

・学科ごとの教員研修・勉強会（郡単位で実施）

・父母会の設置・活性化（学校単位で実施）

・教科書配布（学校単位で実施）

・学校設備の整備（学校単位で実施）：ただし、トイレ、屋根、黒板等の基本的な設備が整

備されていない学校と、机、椅子等の基本的機材が不足している学校のみを対象とする。

なお、パイロット活動内容の決定方法及び実施方法の詳細は、「（4）調査業務の内容」に

示すとおりとする。

（4）調査業務の内容

【国内準備作業】

1） 調査方針、範囲、内容、手法、工程及び技術移転手法等の予備的検討

本調査の目的を踏まえ、調査の基本方針を検討する。そのうえで、国内において入手し

得る資料に基づき、2001年 1月から実施されている地方分権化に合わせた地方教育行政機
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能の強化、学校及び地域コミュニティの活性化・組織化などの本調査の主要テーマを整理

し、調査の範囲、内容、手法、工程並びに技術移転の手法等を予備的に検討する。その際

には、2001年 9月に完了したインドネシア地域教育開発支援調査最終報告書を参考とする

こと。

2） インセプションレポートの作成

1）を踏まえて、インセプションレポートとして取りまとめる。

【第 1次現地調査】

3） インセプションレポートの説明・協議

インドネシア側にインセプションレポートを説明・協議し、合意を得る。

4） フェーズ 1のレビュー及び関連プロジェクトのレビュー

フェーズ 1で調査対象とした郡のフェーズ 1後の状況を調査する。フェーズ 1でのパイ

ロット活動の結果、地域住民の意識が高まり、フェーズ 1終了後も地域住民の手で活動を

継続している地域もある。フェーズ 1での調査対象郡での現状を調査し、成功例及び失敗

例を分析して、それらの原因を抽出する。

また、教育省及び他ドナーが実施している関連プロジェクトについてもレビューを行い、

その内容を把握するとともに、「lessons to learn」を抽出する。具体的には、教育省が実施し

ている School-based quality improvement project（通称ボン・プロジェクト）、世界銀行及びア

ジア開発銀行が実施している Junior Secondary Education Project（JSE）、Capacity Building for

Decentralized Social Services Delivery Project（DSSD）、Decentralized Basic Education Project

（DPEP）等がレビューの対象となる。

5） 地方分権化の進捗状況把握・分析及び今後の方針／施策の確認

調査対象州において、州レベル、県レベル、郡レベルにおいての 2001年 1月から施行さ

れている地方分権化に伴う政策及びその執行、組織・人事の改編、財源・予算配分等、教

育行政の現状を把握するとともに、各レベルの役割分担について整理・分析する。特に、県

レベルのステークホルダーとその役割を確認し、本プロジェクトへの巻き込み方を検討す

ることは、県が主体となった教育行政システムの構築のために重要であり、重点分析事項

である。また、教育の現場である中学校への地方分権化のプラス・マイナスの影響を調査

する。これらを踏まえて、地方分権化に係る問題点を抽出する。

また、今後の国、州、及び県レベルでの地方分権化の具体的な方針やスケジュールにつ
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いても確認する。特に現在教育基本法の改訂作業が進められており、県及び学校に教育委

員会を設置することなどが検討されていることから、地方分権化に伴うこのような新たな

計画の具体的な実施予定や詳細な内容等を把握する。また、各レベルの組織の適切な役割

分担のあり方を提言するために、その現状も調査時に確認する必要がある。さらに、学校

予算の外部監査を実施するために、NGO等の活用可能性／方策を検討する。

6） パイロット活動実施のための実施体制の確立

上記5）に基づき、本調査のパイロット活動実施のための実施体制を確立する。すなわち、

すべての関係者に関し、その役割等を特定し、パイロット活動実施のための組織体制（指揮

命令系統と監査まで含めた資金フローを含む）を確定する。

7） 調査対象地区の決定

中部ジャワ州では州政府と県政府が協議のうえ、調査対象となる県及びその県内の郡を

選定する（現地調査開始までに決定されることとなっている）。受注者は、その選定を踏ま

えて、発注者の承認を得て調査対象地区を決定する。

北スラウェシ州では、ビトゥン市のすべての郡を対象とすることは既に決定している。

ミナハサ県政府は、州政府と協議のうえ、県内の約半数の郡を調査対象地区として選定す

る。受注者は、その選定を踏まえて、発注者の承認を得て調査対象地区を決定する。

決定した調査対象地区は、インドネシア側とのM/Mにおいて確認する。

8） 調査対象県教育局職員の研修

調査対象県教育局職員を対象に、予算書・決算書作成能力強化、地域密着型教育計画

（micro-planning）の策定、教育活動・事業の実施・監理等に係る研修を実施する。

なお、予算書作成能力強化にあたっては、該当県の現状に則した教育予算作成マニュア

ル（各学校運営費の算出方程式の開発を含む）を作成し、それに基づいて研修を実施する。

決算書作成能力強化にあたっては、県から学校へ手当した資金のみを管理するのではなく、

学校運営費全体を管理する方法をマニュアルとして取りまとめたうえで研修を行う。また、

地域情報を取りまとめて教育計画に反映させる手法を「地域密着型教育計画作成マニュア

ル」として取りまとめたうえで研修を行う。

これにより、適切で公平で透明性が高い教育行政、教育計画策定、学校運営監理の実施

を支援・促進する。
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9） ローカル・コンサルタントの雇用・訓練

パイロット活動の実施を促進するために、ローカル・コンサルタントを雇用する。まず、

ローカル・コンサルタントのTORを確定し、それに基づいて選定する。また、ローカル・

コンサルタントの業務実施マニュアルを作成し、それを忠実に実行させられるようにする

ために、ローカル・コンサルタントを訓練する。ローカル・コンサルタントの人数は、2～

3郡につき1名程度とする。なお、ローカル・コンサルタントの雇用については、インドネ

シア側関係者の意見も十分に考慮のうえ、発注者の承認のうえで決定する。

【第 2次現地調査】

10）県教育開発計画の策定

項目8）で作成したマニュアルを活用しつつ、県教育局職員と共同して、地域密着型県教

育計画を策定する。

11）パイロット活動実施方針の作成及びマニュアルの作成

項目 10）において設定された県教育開発計画を具体化し、その実行可能性を検証すると

の観点から、パイロット活動の範囲（目的、内容、手法、適正規模、工程等）を、同国側の

実施体制（項目6）で確立したもの）及び現地再委託業務を受託し得る機関の能力・費用を踏

まえて、州・県教育局職員と共同して検討し、その結果をパイロット活動実施方針として

まとめる。なお、パイロット活動の実施規模については、その有効性を実証するうえで最

低限必要な水準に設定し、所要経費を概略算定する。なお、各学校・各郡へのパイロット

活動費に係る JICA負担分の上限も定める。

パイロット活動方針（実施体制の解説等も含む）は、インドネシア語（可能であれば英語

並記）のパイロット活動マニュアル（冊子）として取りまとめ、項目14）の郡及び学校教育委

員会の設置時に関係者に配付できるよう印刷する。

12）プログレスレポート 1の作成・説明・協議

項目 4）から項目 11）までを取りまとめて、プログレスレポート 1を作成する。また、内

容についてインドネシア側に説明し、協議したうえで、合意を取りつける。

13）ベースライン調査の実施

パイロット活動実施郡を対象にベースライン調査を実施する。ベースライン調査は、パ

イロット活動実施前の情報として活用される。この点を考慮し、項目 11）で検討したパイ

ロット活動の実施方針を踏まえ、調査の範囲、項目、深度、調査手法、解析手法等を設定
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したうえで、受注者の監督指導の下、現地再委託調査により実施する。

データ収集における質問表作成においては、質問項目をなるべく簡潔で簡易なものとな

るよう工夫すること。また、記入者が正しく記入するとは限らないので、重要な項目につ

いては後でクロス・チェックできるよう工夫すること。

14）郡教育委員会・学校教育委員会の設置

パイロット活動実施郡に郡教育委員会を設置する。郡教育委員会は、学校長、教員、生

徒の父母、住民等の代表で構成され、各郡単位での中等教育の普及及び改善に資する様々

なパイロット活動を企画立案、実施する。郡教育委員会に、パイロット活動実施にあたっ

ての会計管理責任者を置く。会計責任者は、郡教育委員会において決定された予算の執行

及び決算を実施する責任を負う。

また、パイロット活動実施郡の各中学校に学校教育委員会を設置する。学校教育委員会

は、教員、生徒の父母、住民等の代表で構成され、委員による協議に基づき各学校単位で

の教育改善のための様々な活動を企画立案、実施する。また、学校教育委員会に、パイロッ

ト活動実施にあたっての会計管理責任者及び内部監査責任者を置く。会計責任者は、学校

教育委員会において決定された予算の執行及び決算を実施する責任を負う。内部監査責任

者は、予算の執行及び決算を内部で監査する責任を負う。

なお、郡・学校の各会計管理責任者及び内部監査責任者に対して会計・簿記研修を実施

し、パイロット活動費が適切に執行・管理されるようにする。また、項目5）における検討

結果に基づき、NGO等による外部監査体制を併せて確立し、必要に応じて研修を実施する。

15）郡教育委員会・学校教育委員会に対する教育計画作成研修の実施

パイロット活動の成否は、教育計画の質にかかっており、そのための研修が不可欠であ

る。郡教育委員会及び学校教育委員会の委員を対象に教育計画作成に係る研修を実施する。

この研修は、J ICA が現地国内研修として調査対象州において実施している COPSEP

（Training for Community Participation for Strategic Education Planning）を参考に、地方分権

（School-based Managementや Community Participation）及び本調査の意義を十分に参加者に説

明し理解せしめたうえで、現状分析、問題点の把握、問題解決策の検討、優先順位の付与

等を含んだ教育計画作成の研修として実施する。なお、調査対象州教育局には、教育計画

作成研修を指導できる人材が配置されており、また、研修用教材も開発されていることか

ら、教育省初等中等教育総局派遣の JICA専門家とも十分な連携をとりつつ教育計画作成研

修を実施する。なお、教育計画作成研修を通じて、各郡及び学校の教育計画を作成する。
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16）パイロット活動の実施（1年目）

項目 15）で作成した教育計画を踏まえて、郡教育委員会及び学校教育委員会がそれぞれ

パイロット活動の企画書案を作成する。受注者はその企画書案を審査し、パイロット活動

対象案件として妥当かどうか判断する。

項目 11）において検討した実施方針に基づき、モデル県内調査対象郡において、郡単位

の活動については郡教育委員会が、学校単位の活動については学校教育委員会が、受注者

の指導・監理の下で現地再委託によりパイロット活動を実施する。

パイロット活動資金は、JICAと地元コミュニティの双方の負担とする。なお、1年目の

JICA負担割合は、約 8割をめどとするが、現地の状況を踏まえて受注者が決定し、発注者

の承認を得る。

17）プログレスレポート 2の作成・説明・協議

項目14）から項目 16）までを取りまとめて、プログレスレポート2を作成する。また、内

容についてインドネシア側に説明し、協議したうえで、合意を取りつける。

【第 3次現地調査】

18）パイロット活動の中間評価

項目 13）で実施したベースライン調査と同じ調査の範囲、項目、深度、調査手法、解析

手法で、中間調査を実施する。中間調査の結果を基に、1年目のパイロット活動終了後の成

果を分析・評価する。なお、中間調査もベースライン調査同様、受注者の監督指導の下、現

地再委託調査により実施する。

19）パイロット活動結果報告書第 1年次の作成

パイロット活動の実施主体となった郡教育委員会及び学校教育委員会は、ローカル・コ

ンサルタントの指導の下、パイロット活動結果報告書を初年度終了時に作成し、受注者に

提出する。受注者は、パイロット活動結果報告書の内容を審査したうえで、適切な内容で

あれば受領する。もし、報告書に不備があれば郡教育委員会又は学校教育委員会を指導し

て修正させる。さらに、郡教育委員会及び学校教育委員会は、受注者の支援・指導を得て、

この報告書を基にパイロット活動結果を項目10）で作成した教育開発計画及び項目11）で作

成したパイロット活動実施方針に、フィードバックする。

なお、この報告書には、活動費用に係る決算書も含まれる。この決算書は、内部監査の

みならず、項目 6）で確立した本プロジェクトの実施体制に基づいた外部監査を義務づけ

る。
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20）ワークショップ（1）の開催

各郡でのパイロット活動実施担当者及び県・市、郡の関係者等（県知事や県議会議員等を

含む）を各県・市で集めて、ワークショップを開催する。このワークショップでは、パイロッ

ト活動実施担当者がそれぞれの郡でのパイロット活動内容とその成果・課題を報告し、今

後のパイロット活動改善のために討論する。

21）技術交換活動（第 1回）の実施

パイロット調査対象両州でパフォーマンスの良かった郡（複数）を選定して、その郡の代

表者により両州の間で技術交換活動を行い、今後のパイロット活動改善に役立てる。

22）パイロット活動の実施（2年目）

パイロット活動の実施方法は、項目 16）と同じとする。ただし、パイロット活動資金に

係る 2年目の JICA負担割合は、1年目より小さくすること（JICA負担割合を約半分に減ら

す）で、パイロット活動の持続可能性を検証する。なお、教育予算は本来であれば、県議会

の決定に基づき、県の一般交付金等から支出されるべきものであり、パイロット活動終了

後の事業の継続性を考慮すれば、県政府が教育予算を増額することが望ましい。受注者は、

地域コミュニティにおいて、教育予算増額の機運を盛り上げる。

23）プログレスレポート 3の作成・説明・協議

項目 18）から項目 22）までを取りまとめて、プログレスレポート3を作成する。また、内

容についてインドネシア側に説明し、協議したうえで、合意を取りつける。なお、本レポー

トについては、英語及びインドネシア語の要約版を作成すること。

【第 4次現地調査】

25）パイロット活動の事後評価

項目 13）で実施したベースライン調査及び項目 18）で実施した中間評価と同じ調査の範

囲、項目、深度、調査手法、解析手法で、事後調査を実施する。事後調査の結果を基に、2

年目のパイロット活動終了後の成果を分析・評価する。なお、事後調査も、中間調査、ベー

スライン調査同様、受注者の監督指導の下、現地再委託調査により実施する。

26）パイロット活動結果報告書第 2年次の作成

パイロット活動の実施主体となった郡教育委員会及び学校教育委員会は、ローカル・コ

ンサルタントの指導の下、パイロット活動結果報告書を 2年目終了時に作成し、受注者に
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提出する。受注者は、パイロット活動結果報告書の内容を審査したうえで、適切な内容で

あれば受領する。もし、報告書に不備があれば郡教育委員会又は学校教育委員会を指導し

て修正させる。さらに、郡教育委員会及び学校教育委員会は、受注者の支援・指導を得て、

この報告書を基にパイロット活動結果を項目10）で作成した教育開発計画及び 11）で作成し

たパイロット活動実施方針に、フィードバックする。

なお、この報告書には、活動費用に係る決算書も含まれる。この決算書は、内部監査の

みならず、項目 6）で確立した本プロジェクトの実施体制に基づいた外部監査を義務づけ

る。

27）ワークショップ（2）の開催

各郡でのパイロット活動実施担当者及び県・市、郡の関係者等（県知事や県議会議員等を

含む）を各県・市で集めて、ワークショップを開催する。このワークショップでは、パイロッ

ト活動実施担当者がそれぞれの郡でのパイロット活動内容とその成果・課題を報告し、今

後のパイロット活動改善のために討論する。

28）技術交換活動（第 2回）の実施

パイロット調査対象両州で活動状況の良好であった郡（複数）を選定して、その郡の代表

者による両州の間で技術交換活動を行い、今後のパイロット活動改善に役立てる。

29）プログレスレポート 4の作成・説明・協議

項目24）から項目 28）までを取りまとめて、プログレスレポート4を作成する。また、内

容について先方政府に説明し、協議したうえで、合意を取りつける。

30）前期中等教育行政ガイドラインの作成

項目13）で実施したベースライン調査及び項目 20）で実施した中間評価、項目25）で実施

した事後調査の分析・評価結果を基に、パイロット活動の持続可能性の分析・評価する。失

敗例・問題点は特に注意して検討すること。そのうえで、パイロット活動をより持続可能

にしていくための方法を提案し、「前期中等教育行政ガイドライン」として取りまとめる。

なお、このガイドラインは、インドネシアの地方分権化の進捗状況が州によって異なるこ

とを考慮した内容でなければならない。

31）前期中等教育拡充計画の作成

項目 30）で作成した「前期中等教育行政ガイドライン」をインドネシア全土で展開する方
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策を前期中等教育拡充計画として作成する。計画には次の項目が含まれていること。

●計画目標（定量的目標設定を含む）

●県中心の中等教育行政の適切なシステム（資金フローを含めた組織体制と国・州・県

レベルの各機関の権限及び役割分担）のあり方

●プロジェクト／プログラム（概略のみ）

●財政計画（地域コミュニティの負担分も含んだ計画とする）

●経済分析

●段階的実施計画

●総合提言

なお、計画策定においては、各ドナーによる有償・無償資金協力スキームの特徴も念頭

に置きつつ、事業化の可能性を探ること。

31）ドラフトファイナルレポートの作成

項目 30）までの調査結果をドラフトファイナルレポートとして取りまとめる。

32）ドラフトファイナルレポートの説明

カウンターパートに対して、ドラフトファイナルレポートの内容を説明し、コメントを

得る。

33）ワークショップ（3）の開催

パイロット活動対象県・市において、ワークショップを開催し、パイロット調査の結果

に基づき開発された前期中等教育拡充のためのモデルや県政府教育局の強化策等、本調査

の成果を効果的に広範な関係者に提示する。特に、「前期中等教育行政ガイドライン」及び

「前期中等教育拡充計画」について、カウンターパートを中心とするインドネシア関係者の

間で合意が形成されるよう配慮する。

【国内作業】

34）ファイナルレポートの作成

ドラフトファイナルレポートをインドネシア側のコメントに基づき適宜修正し、ファイ

ナルレポートを作成する。



付　属　資　料

1.　要請書

2.　実施細則（S/W）

3.　協議議事録（M/M）

4.　面談記録

5.　予算単価例
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